
社会福祉法人 青垣園 

(女性活躍推進法に基づく一般行動計画) 

 

1. 計画期間  

2026 年 4 月 1 日～2031 年 3 月 31 日 

 

2.目標と取組内容・実施期間 

あ目標：男女とも平均勤続年数を 10 年以上を目指す  

2026 年４月～  ・出産や育児、介護等を理由とした離職を

減らすために『育児・介護休業等に関す

る規則』を職員に配布する。 

         ・40 歳になる職員へ『仕事と介護の両立を

考えよう』の冊子を配布する。 

         ・勤続年数による手当の支給を検討する。 

         

 


